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　子ども・青少年が健やかに生まれ育つことは、私たち共通の願いです。そし

て、その成長を支えていくことは、私たち大人と社会全体の責務です。

　本市においては、平成１９年に子ども条例を制定し、子どもの権利を保障

し、子どもにやさしいまちづくりを進めてきました。大人や社会全体で子ども

の育ちを支え合いながら、「子どもにとって最も良いことは何か」という観点で、

必要な取組を推進してきました。そしてこのたび、この趣旨を継承し、社会情

勢の変化やニーズを踏まえ、「第２次豊田市子ども総合計画」を策定いたしま

した。

　本計画の推進にあたっては、子どもの健やかな育ちと子育てを社会全体で支

援し、家庭、地域、行政などそれぞれの主体が役割と責任を担っていくことが

重要であると考えております。社会の様々な主体の協力と参加のもと、本計画

の基本理念である「子ども・親・地域が育ち合う　子どもたちの笑顔が輝くま

ち豊田」の実現を目指してまいります。

　最後に、本計画の策定にあたり、豊田市子どもにやさしいまちづくり推進会

議の委員の皆様をはじめ、市民意向調査やパブリックコメントなどにより貴重

なご意見をお寄せいただいた皆様に心から感謝申し上げます。

ごあいさつ

　平成２７年３月

豊田市長　太田 稔彦
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